
=r       サ ービスセンター艦入簿報保護続饉

第1 章 総劇

(趣替)

葬1条 この寵寵は、期観法人麗舞畠寄中だ竣澤戦鍔藩穣題サービスセンタニ (婿  「サービスセン

ターどという。)が擦績する縄人鰭報についてサービスセンタや臨大簿鞭鎌護力鎌に基づき、fmA

横畿の通正な穣数いの罐擦をこ関じ必要な事項を逆めるものとする。

(夕置話目霞岳》

第2条 こ4甥蹴軽ほおいて、次の毎号に掲げる翔語α寵隷ま、当該各号に定めるところとこよる。

(1】掴八緯報 機入,こ関する簿報であって、指定の憾人を隷滅することができるもの (鶴の構報と

熊倉することができ、それをこより特定の館人を載麓することができることとなるものを含む。)

をいう。

(2】掴人績報の駐揮等 :軸 の鹸 繰替及ぴ親躍をいう。|

(3)本人 鶴人簿議そこよって議劇される特定の籠人をいう。

(サービスセンター十の費務)

第3条 サ‐ビスセンター|ま、この親寵の霞釣を達成するため、額入績報嫌 に関じ必要な措置を

議じなおればならない。

第2章 縄組議影糠歴鞭 いα耀擦

て取縛等の寵醸)

第4条 サービスセンターをま、題入績報の数得等をするときは、その所撃する事務の目的を達成する

ためここ必要かつ最掛願の範題で行わなければならなし、

2 サ ービスセンター岳ま、次ほ掲ずる縄大簿報の数揮等をしてこまならな尊、ただし、サービスセンタ

fめ事務叉,ま事業の露韓を達成するためこれらの鶴人療報を験揮することが時に必要であると認め

られるときこま、この撮りでない。
‐
  (1)思 想i億条及ぴ泰教に関する懇人情報

(2】社会的差劇の漂因となるおそれのある機人情報

(取得お法の細綴》

第5条 サ‐ビスセンターは、鰻八億報を験揮するとき,ま、利用目範をできる隠り特定し、本人から

適緩戦得じなtすれをまならない。

2 サ ービスセンターをま、偽りその能不憩夢調鋼こより鶴八簿報を取得じてとまならない。

3 第 1項の規定tこかかわらず、サービスセンター,ま、次の各号のいずれかに該当するときは、本人

以外の者から韻八撻報を数得することができる。

(1】紙 の目意があるとき。

(2)送合をこ基づくとき。

(3)最紙 ― によ準公にされているとき。

14)極人の生翁、身体叉懇歎産の鶴譲のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5)議客号ここ掲げるもののほか、公益上必要があると認められるとき。


